
1／3 

議会報告会 報告書 

 

担当班：  ３班  班代表者： 森本 富夫           

 

概要 

地区名 ： 後川地区 

日時  ： 平成 25年 11 月 7 日（木） 

        19：30 ～ 21：00   

場所  ： 後川文化センター 

参加人数： 18 人 (男 18 人・女 0人) 

【出席議員】 

森本富夫 

植村 満 

前田えり子 

隅田雅春 

渡辺拓道 

足立義則 

（１）開会あいさつ： 森本 

（２）議会報告  ： 隅田 

（３）質疑応答  ：下記参照 

（４）意見・提言等：下記参照 

（５）閉会あいさつ： 植村 

挨拶・総括    ： 森本 

司会進行     ： 前田 

報告・ＰＰ操作  ： 隅田 

受付       ： 渡辺 

記録       ： 植村・渡辺 

写真･会場（マイク）： 足立 

 

【主な質疑】 

質疑・意見 回答 

・来年度、東中学校への入学生は 37 人と聞く。子どもが減り、部活

動もままならない。今後は篠山中学校と合併する話もあると聞く。

議会も対応を考えていただきたい。 

・このような意見が出たことを、全議員に報告しました。 

・少人数学級の推進についての意見書提出に関し、本市は適正配置を

進めていると考える。基本的な考えを聞きたい。 

・少人数学級の推進について、本市については殆どが少人数学級であります

が、一部の小学校や中学校となると多い学校もあり、意見書を取りまとめ

ました。 

・過労死防止についての意見書提出に関し、三田の私立学校の先生が

きっかけになったと捉えている。その三田市の私立学校の状況を十

分認識しての議決なのか 

・個人からの要望ではなく、団体からの要望により審議を進め、過労死防止

基本法の制定が必要との見解から可決しました。 
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質疑・意見 回答 

・篠山小学校の耐震補強工事について、補正額が総額であるような誤

解を与える。総額 7億 6千万であることをはっきり明記するべき。

廃校を受け入れた後川としては納得できない。統廃合について教育

委員会の見解を聞きたい。 

・統廃合については、地元の方々の理解と意思を示していただかなければ進

めていけないのが現状であり、教育委員会からはビジョンを作らないこと

としています。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

・資料に、総額の金額も記載しました。 

・黒字と報告されている水道事業について、一般会計からの繰入金額

を明記すべきである。 
・資料に、一般会計からの繰入金額を追加しました。 

・緊急自動車（救急車）について、要請しても到着まで 20～40 分ぐ

らいかかる。緊急・重篤な患者に対応するため、城東地区に出張所

を設置していただきたい。ドクターヘリは後川小学校では無理だと

聞いたが、対応ができないか。 

・救急車について、到着時間と受け入れ施設の問題は、今後も検討していき

ます。ヘリポートの整備も課題であると認識しました。消防との協議で、

西部ではヘリポートの目途が立っていますが、東部でも設置をしていきた

いと考えます。議員に、意見が出ていることを認識するよう報告しました。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

・費用対効果も考えなければならないが、生活道路・防災対策を考え

れば、後川地区の道路整備が急がれる。 

・課題として受け止めておきます。このような意見が出たことを、全議員に

報告しました。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

・城東地区の自治会長会から提出した要望に関し、道路環境が大きく

変わってきており、飛曽山峠の直線道路・城東トンネルの新掘削な

ど、交通網の整備を求めているので支援いただきたい。 

・しっかりと受け止めていきたいと考えます。このような意見が出たことを、

全議員に報告しました。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

・黒豆のイメージが丹波市になりつつある。市名の変更問題について、

丹波の名称を入れるべきではないかと考える。 
・意見として伺っておきます。 
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質疑・意見 回答 

・ささやま医療センターについて、循環器科がないことは問題と考え

る。ヘリポートについては、なんとか後川に作っていただきたい。

避難場所として後川小学校が指定されているが、十分避難所として

機能していない。そこで、講堂を改修する話も聞かれるので、地元

と十分協議していただきたい。 

・意見、課題として伺っておきます 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

・小学校を一部改修し、さまざまな形で有効に活用させていただいて

いる。また、プールの撤去を求めていきたいのでよろしくお願いし

たい。参考までに、四万十市に後川という地区があります。 

・参考意見として伺っておきます。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

【空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例について】 

・空き家の有効活用について、農都との関係について説明 

してほしい。 

・条例は、市として空き家に対しどのように対応するかという内容です。農

都との関係は直接的にはありません。 

・空き家条例に関し、篭坊の老朽空き旅館について、市として積極的

に対応していただける姿勢だと考えている。是非とも進めていただ

きたい。 

・条例が制定されたからといって、すぐに対応できるとは限りませんが、地

元のご協力もお願いします。 

・執行者に、意見があったことを伝えます。 

 


